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一 

 



 

平
成
八
年
十
二
月
十
六
日
に
提
出
し
た
「
質
問
第
四
号
苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
に
対
し
、
政
府
か
ら

平
成
九
年
一
月
二
十
八
日
付
で
内
閣
衆
質
一
三
九
第
四
号
の
答
弁
書
（
以
下
「
答
弁
第
四
号
」
と
い
う
）
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
の

内
容
を
精
査
し
た
と
こ
ろ
答
弁
内
容
に
不
明
瞭
な
点
が
あ
っ
た
。
よ
っ
て
再
度
以
下
の
質
問
を
す
る
の
で
、
政
府
の
誠
実
な
答

弁
を
要
求
す
る
。 

一 

議
事
内
容
の
概
要
の
公
表
に
つ
い
て 

議
事
内
容
の
公
表
は
今
回
の
事
業
評
価
方
策
の
試
行
の
目
的
で
あ
る
事
業
評
価
の
一
層
の
透
明
性
及
び
客
観
性
の
確
保
に

関
し
て
極
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
答
弁
第
四
号
」
に
あ
る
、
公
表
さ
れ
て
い
る
苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
審
議 

 

委
員
会
の
「
議
事
要
旨
」
を
見
た
が
、
議
事
の
実
態
は
全
く
伺
い
知
る
こ
と
が
出
来
ず
、
「
議
事
要
旨
」
の
公
表
で
は
、
事 

 
 

業
評
価
の
透
明
性
及
び
客
観
性
の
確
保
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
審
議
委
員
会
に
お
い
て
、
地
域
の
意
見
を
「
的
確
に
聴 

 

取
」
し
た
か
、
対
象
事
業
の
目
的
、
内
容
等
に
つ
い
て
「
十
分
な
審
議
」
を
行
っ
た
か
を
判
断
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
苫

田
ダ
ム
建
設
事
業
審
議
委
員
会
の
詳
細
な
議
事
録
の
内
容
と
同
委
員
会
及
び
同
委
員
会
委
員
に
配
布
し
た
全
資
料
の
内
容
と

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
出
来
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

三 

岡
山
県
に
よ
る
協
力
感
謝
金
の
交
付
に
つ
い
て 

二 

「
答
弁
第
四
号
」
で
は
、
苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
審
議
委
員
会
で
扱
っ
た
岡
山
大
学
の
作
成
し
た
見
解
（
苫
田
ダ
ム
計
画
に

関
す
る
科
学
技
術
的
評
価
）
に
つ
い
て
答
弁
が
不
十
分
で
あ
る
の
で
、
再
度
質
問
す
る
。 

3 

前
記
科
学
技
術
的
評
価
の
作
成
に
つ
き
、
建
設
省
及
び
審
議
委
員
会
か
ら
の
支
出
は
な
い
と
の
回
答
で
あ
る
が
、
か
か

る
重
要
資
料
の
作
成
に
つ
き
、
費
用
負
担
は
、
一
般
的
に
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
岡
山
大
学
に
つ
い
て
は
、
何

故
無
償
で
な
さ
れ
た
の
か
、
調
査
の
上
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

2 

前
記
の
科
学
技
術
的
評
価
は
、
誰
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
資
料
に
基
づ
き
、
ど
の
よ
う
な
調
査
を
し
た
も
の
な
の 

 

か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
な
お
、
科
学
技
術
的
評
価
の
作
成
に
用
い
た
全
資
料
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

1 

誰
が
い
つ
、
誰
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
権
限
に
基
づ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
依
頼
す
る
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
経

緯
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

協
力
感
謝
金
の
交
付
は
、
公
共
用
地
取
得
に
伴
う
損
失
補
償
要
綱
に
違
反
と
な
ら
な
い
か
、
再
度
質
問
す
る
。
違
反
し
な

い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

四 

苫
田
ダ
ム
建
設
に
伴
う
水
没
地
権
者
の
ダ
ム
建
設
同
意
書
の
提
出
年
月
日
と
そ
の
時
の
提
出
者
数
を
明
ら
か
に
せ
よ
。 

五 
「
答
弁
第
四
号
」
で
は
、
苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
関
連
費
用
に
つ
い
て
の
答
弁
は
不
十
分
で
あ
る
。 

六 

「
答
弁
第
四
号
」
で
は
、
苫
田
ダ
ム
に
よ
る
洪
水
調
節
効
果
が
も
た
ら
す
年
間
当
た
り
の
便
益
に
つ
い
て
の
算
出
方
法
は

示
さ
れ
た
が
、
具
体
的
数
値
を
示
せ
。
ま
た
、
苫
田
ダ
ム
管
理
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
は
未
定
と
答
え
て
い

る
が
、
管
理
費
用
は
当
然
、
算
出
さ
れ
て
お
く
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
何
故
に
未
定
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
の
か
。 

七 

苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
審
議
委
員
会
の
答
申
は
、
Ⅱ
審
議
委
員
会
の
意
見
、
1
に
お
い
て
、
「
現
時
点
で
苫
田
ダ
ム
の
建
設

の
是
非
に
ま
で
溯
っ
て
議
論
を
行
う
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
考
え
る
」
と
記
述
し
て
い
る
。 

3 

苫
田
ダ
ム
完
成
に
至
る
ま
で
の
建
設
に
要
す
る
費
用
の
概
算
額
と
そ
の
積
算
根
拠
を
費
目
別
に
示
せ
。 

2 

平
成
二
年
の
苫
田
ダ
ム
基
本
計
画
変
更
後
の
建
設
に
要
す
る
費
用
の
概
算
額
約
一
三
五
〇
億
円
と
変
更
前
の
建
設
に
要 

 
 

 
 

 

す
る
費
用
の
概
算
額
約
八
八
〇
億
円
の
積
算
根
拠
を
費
目
別
に
明
ら
か
に
せ
よ
。 

1 

苫
田
ダ
ム
が
建
設
省
所
管
に
な
っ
た
以
降
の
建
設
事
業
関
連
費
の
年
度
ご
と
の
工
事
費
の
支
出
細
目
別
支
出
額
と
工
事 

 
 

 
 

 

諸
費
の
支
出
細
目
別
支
出
額
を
明
ら
か
に
せ
よ
。 

苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
は
、
事
業
計
画
作
成
後
、
長
期
間
が
経
過
し
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
よ
り
事
業
評
価
が
必
要
と 

五 

 



 

九 

苫
田
ダ
ム
建
設
事
業
は
、
昭
和
三
二
年
に
計
画
が
知
ら
れ
て
以
来
、
奥
津
町
あ
げ
て
の
反
対
運
動
が
続
き
、
ダ
ム
建
設
を

強
引
に
進
め
る
国
、
県
の
町
へ
の
圧
迫
の
も
と
に
町
政
は
極
度
に
混
乱
し
、
度
々
マ
ス
コ
ミ
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
全
国
的

に
注
目
を
集
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
町
自
体
は
圧
迫
に
耐
え
兼
ね
ダ
ム
容
認
に
転
じ
た
と
は
い
え
、
ダ
ム
反
対
の
運
動
は
い 

八 

審
議
委
員
会
委
員
の
「
学
識
経
験
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
に
関
し
、
地
域
の
意
見
を
的
確
に
反
映
さ
せ
る
の

に
適
当
な
者
で
あ
る
こ
と
」
と
あ
る
が
、 

4 

も
し
前
2
項
3
項
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
い
う
な
ら
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
せ
よ
。 

3 

学
識
経
験
者
委
員
は
、
そ
の
地
域
の
実
情
に
つ
い
て
熟
知
し
て
い
る
必
要
は
な
い
の
か
。 

2 

河
川
行
政
、
河
川
管
理
、
ダ
ム
等
建
設
事
業
等
に
つ
き
全
く
、
知
識
経
験
を
も
た
な
く
と
も
、
審
議
委
員
会
の
学
識
経

験
者
委
員
に
な
り
得
る
の
か
。 

1 

ダ
ム
等
建
設
事
業
審
議
委
員
と
な
る
「
学
識
経
験
者
」
と
は
、
具
体
的
に
、
何
に
つ
い
て
の
学
識
経
験
者
な
の
か
。 

し
て
、
評
価
シ
ス
テ
ム
の
試
行
対
象
と
さ
れ
、
当
該
審
議
委
員
会
の
審
議
時
点
に
お
け
る
事
業
の
目
的
、
内
容
等
の
妥
当
性

に
つ
き
審
議
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
答
弁
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
、
前
記
の
答
申
と
の
間
に
は
大
き

な
矛
盾
が
あ
る
が
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

 



 

 

七 

さ
さ
か
も
衰
え
を
見
せ
て
い
な
い
。 

か
か
る
苫
田
ダ
ム
事
業
の
審
議
委
員
会
の
審
議
に
お
い
て
、
設
置
、
運
営
要
領
7
に
示
す
「
地
域
住
民
か
ら
の
意
見
聴
取

等
」
が
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
を
建
設
省
と
し
て
「
十
分
な
審
議
」
が
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
「
審
議
委
員
会
の 

 

運
営
は
、
審
議
委
員
会
の
判
断
」
と
し
て
逃
げ
る
の
で
な
し
に
、
建
設
省
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

十 

「
答
弁
第
四
号
」
で
は
、
「
ダ
ム
等
事
業
評
価
方
策
試
行
」
の
目
的
は
、
個
々
の
ダ
ム
等
事
業
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
の 

 
 

目
的
、
内
容
等
を
審
議
す
る
ダ
ム
等
事
業
審
議
委
員
会
を
設
置
し
、
地
域
の
意
見
を
的
確
に
聴
取
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

と
あ
り
、
「
的
確
に
聴
取
」
出
来
た
か
否
か
の
判
断
は
建
設
省
に
お
い
て
す
る
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
何
に
基
づ
い
て
「
的 

 

確
に
聴
取
」
出
来
た
か
否
か
を
判
断
す
る
の
か
、
具
体
的
に
明
確
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


